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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月20日(2019.9.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　潤滑油組成物であって、
　５０重量％を超える潤滑粘度の基油と、
　２４０重量ｐｐｍ～３００重量ｐｐｍのホウ素を前記潤滑油組成物に提供するのに十分
な量の１種以上のホウ素化化合物（複数可）と、
　前記潤滑油組成物の全重量を基にして、８０重量ｐｐｍ～７３０重量ｐｐｍのモリブデ
ンを前記潤滑油組成物に提供するのに十分な量の有機モリブデン窒素錯体と、
　１４０重量ｐｐｍ～５５０重量ｐｐｍのマグネシウムを前記潤滑油組成物に提供するの
に十分な量の１種以上のマグネシウムスルホネート洗浄剤（複数可）と、
　前記潤滑組成物の総重量を基にして、１３４０重量ｐｐｍ～１５００重量ｐｐｍのカル
シウムを前記潤滑油組成物に提供するのに十分な量の、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６の方法に
よって測定される２２５ｍｇＫＯＨ／ｇを超える総塩基価を有する１種以上の過塩基性カ
ルシウムスルホネート洗浄剤（複数可）と、
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　１３４０ｐｐｍ～１５００ｐｐｍ以下の、カルシウム含有洗浄剤からのカルシウムの総
量と、を含み、
　前記潤滑油組成物の前記総塩基価が、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６の方法によって測定され
る６．０ｍｇＫＯＨ／ｇ～１２．０ｍｇＫＯＨ／ｇであり、
　前記潤滑油組成物中のｐｐｍでの全ホウ素に対する前記潤滑油組成物中のｐｐｍでの総
カルシウムの比が、５．０～６．０であり、
　前記潤滑油組成物が、１０重量％以下のＩＶ群の基油、Ｖ群の基油、またはこれらの組
み合わせを含む、潤滑油組成物。
【請求項２】
　前記１種以上のマグネシウムスルホネート洗浄剤（複数可）が、過塩基性であり、ＡＳ
ＴＭ　Ｄ－２８９６の方法によって測定される２２５ｍｇＫＯＨ／ｇを超える総塩基価を
有する、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項３】
　前記潤滑油組成物中のｐｐｍでの全窒素に対する前記潤滑油組成物中のｐｐｍでの全ホ
ウ素の比が、約０．２９未満である、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　前記潤滑油組成物が、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍｏｔｏｒｓ　ｄｅｘｏｓ１（登録商標）ター
ボチャージャーコーキング試験の２０１５年版を使用して測定される９．０％未満のＴＣ
Ｏ温度上昇を確保するのに有効である、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項５】
　前記潤滑油組成物が、５Ｗ－３０の定格を有する、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項６】
　ブーストされた内部燃焼エンジンにおける堆積物の形成を低減または防止するための方
法であって、
　ブーストされた内部燃焼エンジンを請求項１に記載の潤滑油組成物で潤滑させるステッ
プと、
　前記潤滑油組成物で潤滑された前記エンジンを作動させるステップと、を含む、方法。
【請求項７】
　前記潤滑油組成物が、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍｏｔｏｒｓ　ｄｅｘｏｓ１（登録商標）ター
ボチャージャーコーキング試験の２０１５年版を使用して測定される９．０％未満のＴＣ
Ｏ温度上昇を確保するのに有効である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記過塩基性カルシウムスルホネート洗浄剤が、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６の方法によっ
て測定される約２５０ｍｇＫＯＨ／ｇ～約４２５ｍｇＫＯＨ／ｇのＴＢＮを有する、請求
項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項９】
　前記潤滑油組成物が、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６の方法によって測定される最大で１７５
ｍｇＫＯＨ／ｇのＴＢＮを有する低塩基性カルシウム含有洗浄剤を更に含む、請求項１に
記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
　前記低塩性カルシウム含有洗浄剤が、カルシウムスルホネート洗浄剤である、請求項９
に記載の潤滑油組成物。
【請求項１１】
　前記１種以上のホウ素化化合物が、ホウ素化スクシンイミド分散剤である、請求項１に
記載の潤滑油組成物。
【請求項１２】
　前記ホウ素化スクシンイミド分散剤が、２４０～３００ｐｐｍのホウ素を前記潤滑油組
成物に提供する、請求項１１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１３】
　前記１種以上のマグネシウムスルホネート洗浄剤（複数可）が、過塩基性であり、ＡＳ
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ＴＭ　Ｄ－２８９６の方法によって測定される約２５０ｍｇＫＯＨ／ｇ～約４２５ｍｇＫ
ＯＨ／ｇの総塩基価を有する、請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項１４】
　摩擦調整剤、耐摩耗剤、分散剤、酸化防止剤、及び粘度指数改善剤からなる群から選択
される１種以上の成分を更に含む、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１５】
　前記潤滑油組成物が、いずれのＩＶ群の基油も含有しない、請求項２に記載の潤滑油組
成物。
【請求項１６】
　前記潤滑油組成物が、いずれのＶ群の基油も含有しない、請求項２に記載の潤滑油組成
物。
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